
 

平成 27 年５月 29 日 

各 位 

会 社 名  株式会社 市進ホールディングス 

代 表 者  代表取締役社長 下屋 俊裕 

                      （ｺｰﾄﾞ番号 4645 東証 JASDAQ） 

問合せ先  常務取締役統括本部本部長 竹内 厚 

                       電話 047（335）2840 

 

役員報酬の減額の継続に関するお知らせ 

 

当社は、平成26年５月29日付け「役員報酬の減額の継続に関するお知らせ」に記載した

役員報酬の減額を平成27年５月まで継続してまいりました。平成27年２月期連結決算にお

きましては、営業利益及び経常利益は増益となる一方、事業の再構築を進めた結果、当期

純損失を計上いたしました。現在の経営状況を厳しく受け止め、今後の業績向上を期すべ

く、下記の通り、役員報酬の減額を継続することといたしましたので、お知らせいたしま

す。 

記 

 

１．役員報酬の減額の内容 

対象者 報酬減額の内容 

代表取締役社長 

その他の取締役 
役員報酬月額の 5％～10％ 

グループ会社取締役 役員報酬月額の 5％～10％ 

 

２．対象期間 

平成 27 年６月から平成 28 年５月まで 

 

これにともなう業績予想に与える影響につきましては今のところ軽微であります。なお、

当社経営陣一同、今後の業績の向上・経営基盤の強化に向け、邁進する所存でございます。

今後もご支援下さいますようお願い申し上げます。 

 

以 上 


